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令和３年度 福岡県 Ruby・コンテンツビジネス振興会議 

先導的 Ruby ソフトウェア開発支援事業公募要領 
 

1. 目的 

この事業は、Ruby や mruby（軽量 Ruby）を活用して新分野展開や世界市場への展開を目指す福岡県内企

業のソフトウェア開発支援を目的とします。 

 

2. 交付対象者 

先導的 Ruby ソフトウェア開発支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付対象者は、次の各号の条

件をすべて満たす企業を含む単独又は複数の企業等です。  

(1) 法人格を有していること 

(2) 申請時において、県内に事業所を有していること 

 

3. 補助対象事業 

前項に定めた交付対象者が、単独または他の企業や大学等と共同で行うソフトウェア開発のうち、次のいず

れかに該当するものを対象とします。 

(1) これまで使われていなかった新たな分野への Ruby を応用したソフトウェア開発  

(2) 世界各国のクラウドサービス上で展開できるコンテンツデバイス等、当初から世界市場をねら

った新規の Ruby ソフトウェア開発  

(3) mruby を使った組込みソフトウェア開発  

(4) Ruby を活用したシェアリングエコノミーに関するソフトウェア開発  

(5) その他、本県の Ruby・コンテンツ関連企業に大きな波及効果をもたらすソフトウェア開発とし

て、福岡県 Ruby・コンテンツビジネス振興会議（以下「振興会議」という。）が認めるもの  

（注）大手企業の場合は、福岡県内におけるベンチャー創出、中小企業育成に対する  

効果が期待できるものであることが必要です。 

 

4. 公募期間 

令和 3 年 8 月 4 日（水）から令和 3 年 9 月 15 日（金）の 17:00 まで 

なお、応募書類を郵送する場合についても、令和 3 年 9 月 15 日（金）必着とします。 

 

 

5. 補助対象の経費、補助率、補助金額 ＜別表（要綱第５条関係）を参照＞ 

【補助対象経費】 

補助対象の経費は、ソフトウェア開発の遂行に直接的に必要な経費とします。   

（開発従事者の人件費   / 機械装置 (ソフトウェアを含む)費   / 原材料費  / 消耗品費  /  

工業所有権出願等の経費  等） 

ただし、消費税は補助対象の経費に含めないものとします。 

 

【補助率】 

補助率は、補助対象経費に対して 1/2以内とします。 

ただし、新型コロナウイルスの影響に係る特例（交付要綱第１７条）に該当する場合には、3/4以内とします。 

 

【補助金額】 

補助金額は、1件当たり 300万円程度とします。 
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ただし、新型コロナウイルスの影響に係る特例（交付要綱第１７条）に該当する場合には、1 件あたり 450 万

円程度とします。 

※補助金の交付決定額は、審査結果によって、申請額よりも減額されることがあります。 

 

6. 開発期間 

開発期間は、令和 4年 2月 28日までとします。 

補助対象期間は、交付決定の日から、令和 4年 2月 28日または補助事業終了日のうちのいずれか早い日

までです。この期間中に発注・納品・検収した補助対象物件に要する経費が補助の対象となります。 

 

7. 成果の帰属 

補助事業によって得られた工業所有権等の開発の成果は、補助事業者に帰属します。 

 

8. 補助事業者の義務 

補助事業終了後、福岡県内での成果の事業化に努め、開発した製品を市場に展開したことにより得た収益

については、以下の基準により算出した額を福岡県に振興会議を経由して納付しなければなりません。 

・ 交付された助成金の額を上限として、助成事業終了後５年間、収益の一部を納付 

・ 納付額の算出方法は以下のとおり。 

当該年度収益額の計算にあたって、助成事業の寄与が一部である場合は、公正妥当な基準による寄

与率（注 1）を当該年度収益額に乗じる。 

 

納付額＝（当該年度収益額（注 2）－控除額（注 3））×（助成金確定額（注 4）） 

÷助成事業に係る支出額） 

 

（注 1）原則として、製品の総製造原価に占める当該開発成果の製造原価の割合により、事業者との協

議を経て算定 

（注 2）当該事業の成果を用いた製品等に係る営業利益 

（注3）助成事業の事業者負担額（助成事業に係る支出額－助成金確定額）を収益納付期間の５年で除

したもの 

（注 4）助成事業終了時に通知する助成金の確定額 

 

9. 計画書の提出 

補助金の交付を希望される事業者は、４．公募期間の終了までに下記の書類（以下「事業計画書」という。）

を振興会議に提出してください。 

 

（１） 先導的 Rubyソフトウェア開発支援事業計画書 

（２） 応募する企業（共同開発企業を含む）の決算報告書（直近の 1 決算期（創業 2 年以内の企業は

受注状況がわかる資料として、直近の請求書のコピーやキャッシュフロー計算書（計画書）など

提出できる書類）に関する貸借対照表及び損益計算書） 

 

（１）の電子ファイル（形式：PDF またはワード）をまずはメールにて送付し、（１）（２）双方を2部ずつ郵送又

は持参により提出してください。なお、提出の確認を行うため、必ずメールまたは電話にて提案書類を提出し

た旨をご連絡ください 

※これら以外にも審査に必要と思われる書類等の提出を求めることがあります 

※提出書類等の返却はいたしません 
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10. 選定審査会 

外部の有識者を交えた審査会を開催し、採択企業を選定します。審査にあたっては、以下のとおり、各提案

者から提案内容についてのプレゼンテーションを行っていただきます。採否の結果は、10 月中旬までにお知ら

せする予定です。なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じることができませんので、あらかじめご

了承ください。 

  

(1) 日時 

令和 3年 9月下旬～10月上旬を予定 

※決まり次第、HP上にてお知らせします。ヒアリングに対応できない場合には、不採択とさせていただ 

きますので、どなたかのご対応をお願いします。 

(2) 場所 

オンライン開催 

※後日対象者に URLをお送りします。 

(3) 内容 

1事業者あたり 20分間程度 

（プレゼンテーション：10分間、その後、審査員による事業内容のヒアリング：10分間） 

※応募数によっては時間が短縮されることがあります 

(4) 準備物（プレゼンテーション資料の様式及び構成） 

以下の内容を確認し、プレゼンテーション資料をご準備ください。なお、事前に審査員に共有をしますの

で、審査会前に事務局まで一度ご提出をお願いします。提出期限については、提案者に対して別途お

知らせします。 

 

ア. 様式 

・ A4版横、横書き 

・ フォント指定なし 

・ フォントサイズ 10.5ポイント以上 

イ. ページ数 

制限はありませんが、制限時間内で説明が終わるよう、簡潔かつ明確な記述に留意してください。 

ウ. 構成 

下記の構成で作成してください。 

① 世界市場への展開の実現性 

世界市場のニーズを的確に把握しており、実用化されることで世界的なビジネス展開が見込ま

れるか。 

② 生産性 

開発に要する費用、期間は Rubyや mrubyの特徴である高い生産性が反映された妥当なもの

であるか。 

③ 革新性 

技術面、ビジネス面において他者にない独自性を有し、これまで使われていなかった新たな分

野に Rubyや mrubyを応用したものとなっているか。 

④ 社会的効果 

実用化されることで社会全体に良い影響を及ぼすものであるか。 

⑤ 県内産業への貢献 

福岡県内における Ruby適用範囲の拡大、企業連携、企業集積につながるものであるか。 

⑥ その他 

上記のほか、特にアピールしたいことについて記入。 
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11. 事業スキーム 

 

 

 

12. 審査結果の通知 

振興会議から、10．の選定審査会により、内定した事業者に対して、内定の通知を行います。 

 

13. 事業の開始 

内定を受けた事業者は、補助事業の交付申請手続きを行っていただきます。 

 

公 募 

選 定 審 査 

内 定 通 知 

交 付 申 請 

交 付 決 定 通 知 

遂 行 状 況 報 告 

実 績 報 告 

補 助 金 額 の 確 定 通 知 

精 算 払 い 請 求 

収 益 納 付 （ 5 年 間 ） 

（事業終了後） 

補助対象期間 

実 績 評 価 

（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

※ 必要に応じて概算払い 
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14. 補助金交付にあたって 

補助金の支払い方法、各種報告についての概要は、以下の通りとなります。 

(a) 補助金の支払い 

補助金の支払いは、概算払い及び精算払いによって行います。 

 

(a)-1 概算払い 

概算払いは、原則として、会計年度の四半期ごとに事業者の希望により、概算払い請求書の提出を受

けて行います。概算払いとは、既に支払いが完了している経費及び支払いが見込まれる経費について支

払うことをいいます。概算払いの総額は、補助金交付予定額の 75%を超えない額とし、一回の概算払いの

金額は、補助金交付予定額の 25%を超えない額とします。ただし、振興会議が認める場合は、この額を超

えて支払うことができます。 

 

(a)-2 精算払い 

精算払いとは、補助事業終了後、(c) による実績の評価を行った後に、補助金の額を 30 日

以内に確定し、精算払い請求書の提出を受けて 30 日以内に支払うことをいいます。 

(b) 進捗状況の報告 

補助事業中間日の属する月末現在における補助事業の遂行状況について、指定する期限までに「先導

的 Rubyソフトウェア開発支援事業補助金に係る補助事業遂行状況報告書」を提出していただきます。 

(c) 実績の評価 

補助事業の実施者から提出された「先導的 Ruby ソフトウェア開発支援事業補助金に係る補助事業実績

報告書」（以下「実績報告書」という。）に基づき、事業実績の評価を行います。 

評価に当たっては、必要に応じて、補助事業者によるプレゼンテーションや補助事業者に対するヒアリン

グ、現地調査及び外部専門家の意見聴取を行います。 

(d) 補助金給付について 

進捗状況の報告が適切に行われない場合や実績の評価結果により、補助金が減額または支給されない

場合があります。 

   また、その場合、概算払いで既に支給した金額の一部または全額を返納していただく場合があります。 

 

15. 福岡県ビジネスプロデューサーによる支援について 

事業採択後は福岡県が委嘱するビジネスプロデューサーから事業計画・販路拡大・資金調達などに関

する指導・助言を受けることが可能です。支援を受けるかどうかは任意で、採択事業者が支援を希望する

場合は事前にビジネスプロデューサーによる面談を行います。 

 

16. 問い合わせ及び応募書類の提出先 

補助金についての問い合わせ及び応募書類の提出先は、次のとおりです。 

福岡県 Ruby・コンテンツビジネス振興会議事務局  

担当：松尾 

〒812-8577 福岡市博多区東公園 7番 7号 

Tel: 092-643-3453   Fax : 092-643-3421 

e-mail: info＠f-ruby.com 

 


